
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「法人税顧問」（Ver.H25.1） 

平成 25年度 税制改正対応版のご案内 
（平成 25 年 4 月 1 日以後終了する事業年度が対象） 

平素、弊社製品をご愛顧いただき誠にありがとうございます。 

標記の件につきましてご案内申し上げます。 

保守サービス契約にご加入されているお客様は設定されている 

ご提供方法でバージョンアッププログラムをご提供します。 

法人税の場合、年に2回以上改正によるバージョンアップが 

あります。まだ保守サービス契約にご加入でないお客様は、

この機会にお申込をご検討ください。 

よろしくご査収のほどお願いいたします。 

なお、当内容は、予告なく変更されることがあります。 

あらかじめご了承ください。 

平素、弊社製品をご愛顧いただき誠にありがとうございます。 

標記の件につきましてご案内申し上げます。 

よろしくご査収のほどお願いいたします。 

なお、当内容は、予告なく変更されることがあります。 

あらかじめご了承ください。 

 

●生産等設備投資促進税制の創設（別表六(十八)）【新規追加対応】 

青色申告を提出する法人が国内設備投資を増加させた場合、その法人が国内で取得等した機械・装置について、30%

の特別償却又は 3%の税額控除を認める制度が創設されます。（要件と控除税額は限度があります） 
→【適用時期】平成 25 年 4月 1 日から平成 27 年 3 月 31 日までの間に開始する事業年度に適用   

●商業・サービス業・農林水産業活性化税制の創設（別表六(十九)）【新規追加対応】 

 青色申告書を提出する一定の事業の中小企業等で、経営改善に関する指導及び助言を受けて行う店舗の改修等に 

伴い器具備品及び建物附属設備の取得等をして指定事業の用に供した場合には、その取得価額の 30%の特別償却と

その取得価額の 7%の税額控除との選択適用ができます。 
→【適用時期】平成 25 年 4月 1 日から平成 27 年 3 月 31 日までの間に店舗改修等を行った場合 

●所得拡大促進税制の創設（別表六(二十)）【新規追加対応】 

 青色申告を提出する法人が給不等支給額を増加させた場合、その支給増加額について、10%の税額控除（中小企業者

等は20％）を認める制度が創設されます。 

→【適用時期】平成 25 年 4 月 1 日から平成 28 年 3 月 31 日までの間に開始する事業年度に適用   

●研究開発税制の拡充（別表六(六)、別表六(七)） 

 ①試験研究費の総額に係る税額控除制度、特別試験研究費の額に係る税額控除制度、繰越税額控除限度超過額に 

係る税額控除制度、中小企業技術基盤強化税制、繰越中小企業者等税額控除限度超過額に係る税額控除制度に 

ついて、2年間の時限措置として、控除税額の上限が当期の法人税額の30％（現行20％）に引き上げられました。 

 ②特別試験研究費の額に係る税額控除制度について、特別試験研究費の範囲に一定の契約に基づき企業間で実施 

される共同研究に係る試験研究費等が加えられます。 
→【適用時期】平成 25 年 4月 1 日から平成 27 年 3 月 31 日までの間に開始する事業年度に適用   

●環境関連投資促進税制（グリーン投資減税）の拡充（別表六(十一)） 

 環境関連投資促進税制について、対象などの見直しを行った上で、その適用期限が２年延長されます。 

●雇用促進税制の拡充（別表六(十七)） 

 雇用促進税制について、税額控除限度額が増加雇用者数１人当たり 40 万円（現行 20 万円）に引き上げられます。 

●中小法人の交際費課税の特例の拡充（別表十五） 

 中小法人に係る損金算入の特例について、定額控除限度額が 800 万円（現行 600 万円）に引き上げられると 

ともに、定額控除限度額までの金額の損金丌算入措置（現行 10％）が廃止されます。 
→【適用時期】平成 25 年 4月 1 日から平成 26 年 3 月 31 日までの間に開始する事業年度に適用  

主な税制改正内容 ◆参照）平成25年度／税制改正の概要（タビスランドへのリンク） 

プログラム提供開始日（予定） 

バージョンアップ対象 

電子申告更新用プログラム（Ver.H25.1.e1） 

Ver.H24.1 以降 

ダウンロード公開日(※) ：2013年5月23日(木) 

  CD-ROM発送開始日  ：2013年6月  5日(木) 

ダウンロード公開日(※)：2013年6月中旬 

※ダウンロード提供を設定されている保守契約ユーザー様は 

「マイページ」よりダウンロードいただけます。 

http://www.tabisland.ne.jp/explain/zeisei_h25/index.htm


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①復興特別法人税別表二・・・「収入金額 1」①について、別表六(一)からの転記方法を改善します。 

②適用額明細書・・・    適用額＝０の明細行は印刷しないように変更します。 

③千葉県の OCR 対応・・・  第六号様式と第七号様式を統一様式（東京と同じＩＤ）に、第九号の三様式を東京都 

様式で印刷します。 

④第六号様式別表九 ・・・ 入力画面に未入力などがある場合のチェック機能を追加（電子のチェック内容と同様） 

⑤納税一覧表・・・(1)復興特別法人税「年税額」に、控除税額差し引き後の金額（復興特別法人税別表一(4)）を転記 

するように変更（Ver.H24.21 で対応済み） 

                  (2)消費税（国税）「翌期予定納付額」の中間申告の回数を、年税額から計算するように改善 

                 (3)地方消費税の翌期予定納付額を、地方消費税の年税額から計算するように変更 

●税制改正に伴うシステムの変更内容 

システムで対応している帳票でフォームなどが変更になる帳票は、次のとおりです。 

別表一（一） 別表一（二） 別表一（三） 別表三（一） 別表三（四） 

別表三（五） 別表四 別表六（二） 別表六（二の二） 別表六（三） 

別表六（三）付表一 別表六（四） 別表六（六） 別表六（七） 別表六（八） 

別表六（十） 別表六（十一） 別表六（十二） 別表六（十三） 別表六（十七） 

別表六（二十四） 別表七（一） 別表八（一） 別表十（七） 別表十一（一の二） 

別表十四（二） 別表十五 復興特別法人税別表三 適用額明細書 

●追加帳票 

別表六(十八) 国内の設備投資額が増額した場合の機械等に係る法人税額の特別控除に関する明細書 

別表六(十九)  特定中小企業者等が経営改善設備を取得した場合の法人税額の特別控除に関する明細書 

別表六(二十) 雇用者給不等支給額が増加した場合の法人税額の特別控除に関する明細書 

別表六(二十三) 法人税の額から控除される特別控除額に関する明細書 

別表六(二十三)付表  前期繰越分に係る法人税額超過額構成額に関する明細書 

●削除帳票 

別表三（四） 別表三（四）付表 別表六（二十） 

  

安心電話サポート 
システムの操作に関する丌明点をお問い合わせいただけます。 

 

ポイント 1 

法改正・機能アップ製品の無償提供 
法改正・機能アップ等に伴うバージョンアップ版を無償でご提供いただけます。 

 

ポイント 2 

原本ディスクの破損交換サービス 
原本ディスクが破損してしまった場合、無償で交換いたします。(年間 1 回まで) 

ポイント 3 

保守サービス契約には以下の特典があります。 

まだご加入いただいていないお客様は、ぜひご加入をご検討ください。 

・連動可能な減価償却応援のバージョンは以下のとおりです。 
 減価償却システム Ver.14.0 以降 

 

システムでの変更帳票 

主な税制改正内容 

機能改善対応内容  

システムでの変更帳票 

主な税制改正内容 


